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公益信託における主務官庁の権限と公益法人における行政庁の権限 

権限事項 公益信託 公益財団法人 

検査等 主務官庁は、いつでも公益信託事

務の処理につき検査をすることが

できる（公益信託法第４条第１項） 

行政庁は、事業の適正な運営を確

保するために必要な限度におい

て、事業活動の状況等の報告徴求、

立入検査、質問ができる（公益認

定法第２７条第１項） 

勧告・命令等 主務官庁は、いつでも財産の供託

その他の必要な処分を命じること

ができる（公益信託法第４条第１

項） 

行政庁は、公益財団法人が 

①公益認定基準に適合しなくなっ

たと疑うに足る相当の理由がある

場合等に、期限を定めて、必要な

措置をとるべき旨を勧告すること

ができる（公益認定法第２８条第

１項） 

②正当な理由なく、勧告に係る措

置をとらなかったときは、勧告に

係る措置をとるべきことを命ずる

ことができる（同条第３項） 

主務官庁による公

益信託の引受け許

可又は公益認定の

取消し 

（規定無し） 行政庁は、公益財団法人が 

①欠格事由に該当する場合や、正

当な理由がなく、上記の命令に従

わない場合等は、公益認定を取り

消さなければならない（公益認定

法第２９条第１項） 

②公益認定基準に適合しなくなっ

たとき等は、公益認定を取り消す

ことができる（公益認定法第２９

条第２項） 

信託又は定款の変

更の命令 

主務官庁は、信託行為の当時予見

することができなかった特別の事

情が生じたときは、信託の本旨に

（規定無し） 
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反しない限り、信託の変更を命ず

ることができる（公益信託法第５

条第１項） 

許認可 当 事 者

に よ る

変更 

当事者による信託の変更は、主務

官庁の許可を受けることを要する

（公益信託法第６条） 

公益目的事業の種類又は内容の変

更等については、行政庁の認定を

受けなければならない（公益認定

法第１１条） 

 

併合・分

割 

公益信託の併合、分割をするには

主務官庁の許可を受けることを要

する（公益信託法第６条） 

新設合併により設立する公益法人

が、合併により消滅する公益法人

の地位を承継するには、行政庁の

認可を受けなければならない（公

益認定法第２５条） 

 

辞任 公益信託の受託者が辞任するに

は、主務官庁の許可を受けること

を要する（公益信託法第７条） 

信託財産管理者及び信託管理人が

辞任する際にも、主務官庁の許可

を受けることを要する（公益信託

法第８条、信託法第７０条、第１

２８条第２項、第５７条第２項） 

（規定無し） 

選解任 主務官庁は、職権で 

①受託者の解任（信託法第５８条

第４項） 

②新受託者の選任（信託法第６２

条第４項） 

③信託財産管理命令、信託財産管

理者の選解任（信託法第６３条第

１項、第６４条第１項〔※解釈〕、

第７０条、第５８条第４項） 

④信託管理人の選解任（信託法第

１２３条第４項、第１２８条第２

項、第５８条第４項） 

⑤新信託管理人の選任（信託法第

（規定無し） 
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１２９条第１項、第６２条第４項） 

をすることができる 

（以上につき、公益信託法第８条

ただし書）。 

終了の命令 主務官庁は、信託行為の当時予見

することのできなかった特別の事

情により、信託を終了することが

信託の目的及び信託財産の状況そ

の他の事情に照らして受益者の利

益に適合するに至ったことが明ら

かであるときは、委託者等の申立

てにより信託の終了を命ずること

ができる（公益信託法第８条、信

託法第１６５条第１項、第２６１

条第１項） 

(規定無し) 
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